
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70円 

子ども会活動を安心して行う為に、共済会に加入しましょう！ 
 会費には共済掛け金の他に賠償責任保険料が含まれています。 

 活動中に会員本人が負ったケガや病気の他に、誤って第三者にケガを負わせてしまったり、物を壊したりした

ときも補償を受ける事が出来ます。 

 定期的に、そして事業開始前から事業実施中にも KYT（危険予知トレーニング）を行い、事前の会場下見によ

る安全・安心を確保しましょう。 

 

全国子ども会安全共済会に加入するには 
 お住まいの地域子ども会に申し込みをして下さい。その際、子ども会の年会費も納めます。（注・子ども会ご 

とに会費は違います）併せて、下記の共済会費を一緒に納めます。 

 但し、区市町子連組織を持たない子ども会も入れますが別途賛助会員として団体年会費 5,000 円が必要です。 

☆子ども及び大人会費（一人）・・・150 円（10月 1 日以降の加入の場合・・・140 円） 

（内訳） 

全国子ども会安全共済掛け金・・・50円（10 月 1日以降加入の場合・・・40 円 

全国子ども会連合会運営費・・・20円（子ども会賠償責任保険料を含む）  

東京都子ども会安全事業費・・・80 円 

（安全教育人材育成・共済金請求業務・事前審査、名簿管理等の費用として） 

70 円 

mailto:tokoren@galaxy.ocn.ne.jp

